
種  目 番  号
受付  委託担当 ふ り が な ほそかわ

－ 連 絡 先 こども青少年局地域子育て支援課 担当者名 細川
番号 Ｔ Ｅ Ｌ  671-2455

設      計      書

  １  委    託    名 令和５年度横浜市産後母子ケア事業（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｹｱ）業務委託

  ２  履  行  場  所 受託者が指定する実施施設

  ３  履行期間 ■期間  令和５年４月1日から令和６年３月31日まで

      又は期限 □期限  令和　　年　　月　　日まで

  ４  契約区分 □  確定契約　　　□  概算契約　　　☑単価契約

  ５  その他特約事項 なし

  ６  現  場  説  明 ■ 不要

□ 要 （    月    日    時    分    場所                          ）

  ７  委  託  概  要

（ 助 産 院 用 ）

令和５年度  一般会計歳出  第６款３項３目親子保健費  12節（14）産後母子ケア事業委託料

市内に住所を有する産後４か月未満（早産児については修正月齢４か月

未満）の乳児及びその母であって、家族等から産後の援助を受けられな

い者について、ショートステイ及びデイケアを実施する。



  ８  部    分    払

■ す  る  （　　　１２ 回以内）

□ しない
部  分  払  の  基  準

業  務  内  容 履  行 数    量 単  位 単    価 金      額

予定月 （概算数量） （概算金額）
令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

令和５年4月～

令和6年3月

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含む金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（  ）で囲む

委 託 代 金 額

.―

内  訳 業  務  価  格

.―

.―

消費税及び

実績による 人

母子ショートステイ
（多胎児加算・２人目から

１人につき）

母子デイケア
（多胎児加算・２人目から

１人につき）

実績による 回

地方消費税相当額

母子ショートステイ
（生活保護世帯・

市民税非課税世帯）

母子デイケア
（生活保護世帯・

市民税非課税世帯）

事務費

母子ショートステイ
（市民税課税世帯）

母子デイケア
（市民税課税世帯）

実績による 回

実績による 回

実績による 回

実績による 回

実績による 回



　　　  　　　委 託 内 訳 書
名　　称 品質・形状・寸法 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　要

　　　　　横浜市こども青少年局

実績による 回

母子ショートステイ（生活保護
世帯・市民税非課税世帯）

母子ショートステイ
（市民税課税世帯）

母子ショートステイ
（多胎児加算・２人目から

１人につき）

母子デイケア（生活保護世
帯・市民税非課税世帯）

実績による

実績による

実績による

実績による

母子デイケア
（市民税課税世帯）

回

回

回

回

母子デイケア
（多胎児加算・２人目から

１人につき）

実績による 人

合計

事務費

実績による 回



令和５年度横浜市産後母子ケア事業（ショートステイ、デイケア） 

業務委託仕様書（助産所用） 

 

１ 件名 

  令和５年度横浜市産後母子ケア事業（ショートステイ、デイケア）業務委託 

 

２ 履行期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで 

 

３ 目的 

  育児が安定する産後４か月までの期間に、家族等からの援助が受けられず、若年出産など何

らかの問題を抱え育児支援を必要とする母子を対象に、母子デイケアや母子ショートステイ

により育児知識や技術を学ぶことで育児不安の解消や児童虐待の未然防止をすることを目的

とした「横浜市産後母子ケア事業（以下「本事業」という。）」を行うことを目的とする。 

 

４ 一般的事項 

（１）本事業は、横浜市産後母子ケア事業（ショートステイ、デイケア）実施要綱（以下「実施

要綱」という。）に基づいて実施するものとし、厚生労働省が定める「産前・産後サポート

事業ガイドライン、産後ケア事業ガイドライン」等の関係法令を遵守するものとする。 

（２）受託者は、本事業の基本理念に基づいて、区福祉保健センターこども家庭支援課及び児童

福祉・母子保健関係機関等と連携・協力し、事業を実施するものとする。 

【事業の基本理念】 

  ア 産褥期の母親の心身の状況及び家族背景等を的確に把握し、利用者の個別性を踏まえ

た心身の安定と育児不安を解消するための支援を行う。 

  イ 家庭に戻ってからも子どものいる生活を安心して送れるよう、育児スキルや生活のイ

メージを持てるよう支援を行う。 

  ウ 子どもと家庭を支援する行政機関や周産期の医療機関等との連携を図り、母子への支

援を行う。 

（３）受託者は、次に掲げる資料を本事業の実施医療機関に備え付け、常時記録を保管し、必要

に応じて区福祉保健センター及び横浜市こども青少年局に報告するものとする。 

  ア 委託契約書及び仕様書 

  イ 会計関係書類 

  ウ 人事労務関係書類 

  エ 利用者関係書類 

  オ その他必要書類 

 



５ 実施医療機関 

（１）本事業の実施医療機関（以下「実施医療機関」という。）は、横浜市こども青少年局長が

本事業を実施するに適当と認める医療機関とする。 

（２）実施医療機関の内、医療法に規定する助産所の基準は、次のとおりとする。 

  ア 母子デイケア及び母子ショートステイサービスを提供する場所は個室を確保すること。 

イ 個室の床面積は 6.3㎡以上であること。 

ウ 入浴施設及び沐浴指導施設を確保すること。 

  エ 食事を提供できること。 

 

６ 人員配置 

（１）責任者の配置 

本事業に係る責任者を配置すること 

（２）母子デイケア 

常時１人以上の助産師を配置すること 

（３）母子ショートステイ 

常時１人以上の助産師を配置すること 

 

７ 実施日及び実施時間 

（１）母子デイケア 

  ア 実施日は、祝日及び 12月 29 日から１月３日までを除く月曜日から土曜日までとする。 

  イ 実施時間は、原則として９時から 17時までの８時間とする。 

（２）母子ショートステイ 

ア 実施日は、12月 29日から１月３日までを除く月曜日から日曜日までとする。 

ただし、出産後継続して同一施設を利用する場合に限り、12月 29日から１月３日の利 

   用もできるものとする。 

  イ 実施時間は、０時から 24 時までを１日とし、原則として入所時刻を９時、退所時刻を

17 時とする。なお、利用者の希望を踏まえて入所及び退所の時刻は、受託者が決定でき

るものとする。 

  ウ 原則として、市役所の閉庁日からショートステイを利用開始しないこと。 

    なお、やむを得ず市役所の閉庁日からショートステイを利用開始する場合は、受託書と

区役所との間で十分な調整を行い、体制を確保すること。 

 

８ 委託する業務の範囲 

（１）「横浜市産後母子ケア事業利用決定通知書（第２号様式の３）」及び「横浜市産後母子ケ 

ア事業利用依頼票」に基づく、利用者への事前連絡（来所時刻・利用希望等の確認） 

（２）利用者への母子ケアサービスの提供内容（母の心身の健康状態のチェック、乳房ケア、赤

ちゃんの体重測定、沐浴指導、スキンケア、家庭での育児方法の相談など）の説明と同意 

（３）利用料の自己負担額の徴収と領収書の発行 



（４）オプションサービスを利用する場合は、その費用全額の徴収と領収書の発行 

（５）母子デイケア又は母子ショートステイにおいて、次のサービスの提供 

  ア 産後の母体管理及び生活面の指導 

  イ 乳房手当、乳房トラブルケア 

  ウ 授乳方法 

  エ 沐浴方法 

  オ 発育・発達のチェック 

  カ 体重・排便チェック 

  キ スキンケア 

  ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 

ケ その他の必要とする保健指導 

（６）実施報告 

   「横浜市産後母子ケア事業実施報告書（第５号様式）」を作成し、利用終了後、別途横浜

市が指定する期間内に区福祉保健センターに提出すること。 

（７）費用請求事務 

   次の書類を作成し、別途横浜市が指定する期限までにこども青少年局地域子育て支援課

に提出すること。 

   なお、事務費については、各利用者が最初に利用した日の属する月の翌月に、ショートス

テイ又はデイケアの費用と併せて請求すること。 

  ア 横浜市産後母子ケア委託料請求書（第４号様式） 

  イ 横浜市産後母子ケア事業利用報告書（第６号様式） 

  ウ 横浜市産後母子ケア事業実施報告書（第５号様式）の写し 

（８）利用者からの問い合わせへの対応 

（９）利用者からの苦情への対応 

（10）こども青少年局が実施する産後母子ケア事業の実施に関わる打合せ等への参加 

 

９ 利用可能日等の報告 

  受託者は、母子デイケア及び母子ショートステイの受入が不可能となった場合は、別途定め

る、対応方法に沿って対応を行うこと。 

 

10 パンフレット等の作成 

  母子デイケア及び母子ショートステイについて、利用者に案内するためのパンフレット及

びチラシ等を用意すること。なお、内容については、こども青少年局地域子育て支援課と協議

し作成すること。 

 

11 利用料及び利用者自己負担額について 

（１）母子デイケア 

   １日の利用料は、18,600円とする。 



ただし、多胎児については 2 人目の子から、子が 1 人増えるごとに 9,300 円を加算する。 

利用者の自己負担額は、2,000円とする。なお、市民税非課税世帯及び生活保護世帯につ

いては、利用料を徴収しない。 

（２）母子ショートステイ 

   １日の利用料は、27,900円とする。 

ただし、多胎児については 2人目の子から、子が 1人増えるごとに 13,950円を加算する。 

１日とは、０時から 24時までとする。 

   利用者の自己負担額は、3,000円とする。なお、市民税非課税世帯及び生活保護世帯につ

いては、利用料を徴収しない。 

 

12 委託料 

  横浜市は、利用料と利用者の自己負担額の差額及び利用者（母子）１組につき 930円の事務

費（※）を委託料として、受託者に支払う。 

  ※同一の利用者につき１回限り請求可能。 

 

13 キャンセル料 

  利用者からのキャンセルの連絡が、利用日の前々日の 17 時までになかった場合に限り、事

業者は、利用者からキャンセル料を徴収することができる。キャンセル料は、デイケアは 2,000

円、ショートステイは 3,000円とする。 

  ただし、他医療機関から退院後、直接利用する場合に限り、医師の判断により退院が延期に

なった際のキャンセル料は、横浜市の負担とする。 

 

14 事業実施に関する事項 

（１）「令和５年度横浜市産後母子ケア事業業務委託」受託要件確認票に定められた要件に合致

していること。 

（２）医療法（昭和 23年法律 205号）に定める市内の医療機関であること 

（３）医療監査で「医療法第 25 条第１項の規定に基づく立入検査」の直近の結果で重大な指摘

を受けていないこと。 

（４）自院で出産した母子以外の産後４か月未満の子（早産児については修正月齢 4 か月未満）

を持つ母子についても同様に利用者の受け入れを行うこと。 

（５）従事者に対し、年１回以上定期健康診断を実施し、利用者及び業務従事者の健康管理に 

努めること。 

（６）従事者に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質の向上に努めること。 

（７）実施施設の安全管理に十分配慮し、火災、事故、損傷等を防止して利用者及び業務従事 

者の安全確保に努めること。 

（８）実施施設の食品衛生管理に十分配慮し、産後の母子に適した食事の提供に努めること。 

（９）実施施設の環境衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。 

（10）非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必



要な訓練を実施すること。 

（11）事故等の緊急事態の備え、契約後、速やかに同事業に関わる損害保険等に加入すること。 

（12）受託者は、責任をもってサービス提供を行い、利用者からサービスに関する苦情等があっ

たときは、誠意をもって迅速、適切に対応すること。 

（13）業務従事者の氏名をこども青少年局地域子育て支援課に報告すること。また、変更があっ

た場合は、速やかに変更の届出を行うこと。 

（14）事故やトラブル等が起こった場合には、別途定める様式で直ちに報告を行うこと。 

（15）事業の実施にあたり、施設設備、人員体制等に疑義が生じた場合には、双方協議の上、誠

実に対応するとともに、安全管理上の観点から委託者の求めに応じ、受託者は受託先での事

業実施状況について確認の機会を設けることとする。 

 

15 情報の取扱いに関する事項 

個人情報保護の措置について、受託者は、別添の「個人情報取扱特記事項」に基づき、事業

実施にあたり個人情報の保護に努めなければならない。 

 

16 調査等 

  受託者は、受託業務について、横浜市から調査を求められた事項の報告に応じなければなら

ない。 

 

17 その他 

  この仕様書に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、受託者とこども青少年局が

協議し対応するものとする。 
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